
国
民
年
金

保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
と
き
は
？

Ｑ
　
病
気
の
た
め
働
け
ま

せ
ん
。
保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
い
が
、
ど
う
す

れ
ば
い
い
？

Ａ
　
国
民
年
金
は
、
2
0歳
か
ら

6
0歳
に
な
る
ま
で
4
0年
間
の

保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
必

要
で
す
が
、
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
人
の
場
合
を
考
慮
し

て
、
保
険
料
を
免
除
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。（
申
請
し

て
審
査
で
承
認
を
受
け
る
こ

と
が
必
要
で
す
。
審
査
は
前

年
の
世
帯
全
体
の
所
得
や
資

産
の
状
況
を
参
考
に
行
わ
れ

ま
す
。）
免
除
を
受
け
た
期

間
に
つ
い
て
は
、
老
齢
基
礎

年
金
の
年
金
額
は
１
／
３
に

な
り
ま
す
。
1
0年
以
内
に
保

険
料
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め

る
（
追
納
）
と
年
金
額
は
通

常
に
も
ど
り
ま
す
。

Ｑ
　
収
入
の
な
い
学
生
も

保
険
料
を
納
め
る
の
？

Ａ
　
学
生
の
納
付
特
例
制
度
が

あ
り
ま
す
。
届
出
（
申
請
）

を
し
て
承
認
を
受
け
れ
ば
、

在
学
中
の
保
険
料
が
後
払
い

で
き
る
仕
組
み
で
す
。
老
齢

基
礎
年
金
の
額
に
は
反
映
さ

れ
ま
せ
ん
の
で
、
保
険
料
を

1
0年
以
内
に
追
納
さ
れ
る
こ

と
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※
申
請
免
除
も
学
生
納
付
特
例

も
、
承
認
さ
れ
る
と
申
請
の

あ
っ
た
月
の
前
月
か
ら
年
度

末
ま
で
が
、
未
納
で
は
な
く

な
り
ま
す
。
４
月
か
ら
の
適

用
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
５

月
末
ま
で
に
申
請
さ
れ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

（
問
い
合
わ
せ
・
申
請
窓
口
）

住
民
課
国
保
年
金
係
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0
2
1
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“ なに？なに？介護保険
おしえて！介護保険

質　問
今年 度の介護保険料の納付はどうな

るのですか ？

回　答

今年度 の介護保険料は、昨 年の所得
状況 により ７月に決定しお 知らせする
予定になっています。

特別徴 収者につ いては年金の振込時
に８月までは12 年度と同額 の金額が介
護保険料とし て差引かれ ます。 10月以

降は決定した 介護保険料によ り差引か
れます。

普通 徴収の方は７月の介護保険料決
定後、納 付書 又は口座引落し によ り納
付頂く のです が、 納付月は７月、 ８月、

９月、11 月、１月、 ３月の月末となっ
ております。

詳しく は、 ７月の広 報及び 介護保険
料決定通知 書を送付する際に説明書等
を同封いたし ます。

なお、今年10 月からは特例措置（介

護保険料 を半額にする措置） 終了 によ
り介護保険料は全額の納付となります。

保国 コ ーナ ー

国保の加入と脱退
職場 の健康保 険（健康保険組合や共済組合な ど） に加入

している人や生活保護を受けている人などを除くすべての人
が、国保の加入者（被保険者）となります。

国保に加入する人
◆ お 店な どを経営している自営業 の人

◆ 農業や漁業な どに従事している 人
◆ 退職し て職場の健康保険な どをやめた人

◆ パート、 アルバイトな どをしていて、職
場の健康保険な どに加入していない人

◆ 外国人登録をしていて、１年以上日本に滞在すると認められた外国 人
国 保 で は １人 ひ と りが 被保 険 者で す

国保では未成年 者や幼児、世帯主や家族の区別なく、 みんなが平等に加
入します。

国保 に加入する日・やめる 日
以下のときは14 日以内 に届け出をし まし ょう。

国 保 に 加 入 す る日
( 国保の資格が発生する日)

・他の市区町村から転入した日
( 職場の健康保険などに

加入していない場合)
・職場の健康保険などをやめた日

( 退職日の翌日)
・子どもが生まれた日
・生活保護を受けなくなった日

国 保 を や め る 日
( 国保の資格がなくなる日)

・他の市区町村へ転出した日の翌
日、またはその日

・職場の健康保険などに加入した
日の翌日

・死亡した日の翌日
・生活保護を受けはじめた日

⑩

Q

＆
Ａ


	page1

